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　　　工事請負契約の変更について

　令和 6年 9月熊本県議会定例会において議決された新山原水線活力創出基盤交付金（改

築）上部工工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和 8年 3月 1 9 日まで」

を「契約締結の日の翌日から令和 8年 8月 3 1 日まで」に変更することとする。

　　令和 8年 2月 1 7 日提出

� 熊本県知事　木　村　敬　　　

　（提案理由）

　工事内容の変更のため、工期を変更する必要がある。

　これが、この議案を提出する理由である。


